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成年後見人等への通知送付先一括変更について 

 

【成年後見人、代理権のある保佐人・補助人・任意後見人の方へ】 

下記の業務について、糸田町から送付される成年後見制度を利用している方への郵便物の送付先を成

年後見人等へ一括して変更できます。 

 

１ 対象となる業務 

（１）国民健康保険に関すること 

（２）後期高齢者医療に関すること 

（３）医療証に関すること 

（４）障害者福祉に関すること 

（５）税金に関すること 

（６）人権推進に関すること 

（７）町営住宅使用料に関すること 

 ※詳細は別紙「成年後見制度利用者 送付先変更届 裏面」を参照 

 

２ 必要書類 

（１）成年後見制度利用者 送付先変更届 

（２）登記事項証明書の写し 

（３）届出人（成年後見人等）の身分証明書の写し（法人が後見人等の場合は手続者の社員証等） 

   ①写真がついている身分証明書（マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等）：１種類 

   ②写真なしの身分証明書（資格確認書、介護保険証、年金手帳等）：２種類 

（４）代理行為目録の写し（保佐人・補助人・任意後見人の場合） 

（５）委任状（届出人と窓口に来た方が異なる場合） 

※登記事項証明書の取得前に登録を希望される場合は、審判書謄本と審判確定証明書を添付してくだ

さい。 

 

３ 提出先 

健康福祉課の窓口にご持参いただくか、またはご郵送ください。 

 

４ 注意事項 

（１）保佐・補助・任意後見の場合は、代理行為目録の内容に基づき送付先を変更します。 

（２）この届出は糸田町の特定の事業に関する通知等の送付先を指定するものに過ぎず、後見人等が被

後見人等に関する糸田町の手続の全てを代理できるようになるわけではありません。また、法令

等により送付先が世帯主等に限定されているものについては対応できません。 

（３）届出をした日から、実際に送付先の変更が完了するまでに１週間程度かかることがあります。そ

の場合、変更になる前の住所等に通知が送付されることがありますのでご了承ください。 

（４）任意後見受任者の方は、委任契約を結んでいる方のみ届出していただけます。 
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（５）届出の内容によっては、担当課からお問合せする場合があります。 

（６）転居等によって送付先が変更になった場合は、変更の届出をお願いします。 

（７）未成年後見人に関しては、この届出の対象となりません。 

 

５ この取組全般に関する問合せ・送付先 

  糸田町役場 健康福祉課 高齢者福祉係 

〒８２２－１３９２ 福岡県田川郡糸田町１９７５番地１ 

  電話：０９４７－２６－１２４１ 

ＦＡＸ：０９４７－２６－１６５１ 


